
山鹿ブランドマーク申請手順等について

　　山鹿市経済振興委員会

（山鹿商工会議所・商工会で組織）

事　業　者

山鹿市内の物産館・ホテル・旅館等
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①山鹿ブランドマークの使用については、使用規程、マニュアルを一読後

使用申請をして下さい。

②山鹿市経済振興委員会にて審査し、使用を承認。

③山鹿市内の物産館等（山鹿ブランド販売コーナー設置承諾）に、情報提供を

するため商品提案書を提出。

④商品提案書等をもとに、事業者と市内物産館等と直接商談となります。


